
 

平成 23 年９月 28 日 

秋田行政評価事務所 
 

「「行行政政相相談談委委員員制制度度 5500 周周年年記記念念式式典典」」のの開開催催ににつついいてて  
 

本年は、昭和 36 年に行政相談委員制度が創設されてから 50 周年にあたります。総務省

では、全国で各種記念事業を実施することとしています。秋田行政評価事務所においても、

同制度の意義と重要性を再認識し、国民の理解を一層深めるため「行政相談委員制度 50

周年記念式典」を開催します。 

 

 

  式典日程等 
 日 時 ： 平成 23 年９月 30 日（金）14:00～14:30 

 場 所 ： ホテルメトロポリタン秋田（秋田市中通７－２－１） 

 参列者 ： 行政相談委員、市町村職員、行政相談委員ＯＢ 

 式典次第：  

○ 開式の辞 

○ 式辞 

○ 祝辞 

○ 県内の内閣総理大臣感謝状受賞者、総務大臣表彰受賞者の紹介 

○ 行政相談委員制度 50 周年記念宣言 

○ 閉式の辞 

 

 

  総務省の行政相談制度 

総務省では、国民から国の行政全般についての苦情や意見・要望を受付け、公正・中立の立

場から関係行政機関等に必要なあっせんを行い、その解決や実現を図るとともに、行政の制度

及び運営の改善を図る「行政相談」を行っています。 

「行政相談」は、秋田行政評価事務所（行政苦情 110 番（TEL：0570－090110 又は、018－

823-1100）及び県内各市町村に配置している行政相談委員(81 人)が受付けています。 

 

 行政相談委員とは 

行政相談委員は、住民から行政に関する苦情や意見・要望を受け付け、その解決の促進を図る

ことを目的として総務大臣が委嘱する委員で、行政と住民のパイプ役として行政の民主化の実現

のために活躍しています。（委員数：県内 81 名（全国約 5,000 名）） 

《本件連絡先》総務省 秋田行政評価事務所 

担当：行政相談課（田村、山田） 

電話：０１８－８２４－１４２６ 

 


